
新たな税務調査手続の留意点、問題点について
～検討及び書面添付制度の活用～

は
じ
め
に

今
回
の
国
税
通
則
法
の
改
正

は
、
目
的
と
し
て
、
国
税
に
関

す
る
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護

を
図
る
趣
旨
を
明
確
化
す
る
た

め
で
あ
る
。
本
稿
入
稿
時
に
は

ま
だ
、
私
自
身
は
、
新
し
い
税

務
調
査
手
続
を
体
験
し
て
い
な

い
の
で
、
本
稿
は
、
昨
年
の
１２

月
２６
日
の
経
営
部
門
で
発
表
し

た
内
容
に
若
干
の
加
筆
を
し
て

い
く
事
と
す
る
。

改
正
国
税
通
則
法
の
ポ
イ
ン
ト

①

事
前
通
知
（
通
法
７４
の
９
）

の
法
定
化
に
よ
り
、
税
務
調
査

の
連
絡
は
納
税
義
務
者
に
対
し

て
も
必
ず
さ
れ
る
。
納
税
義
務

者
が
税
理
士
に
委
任
し
て
い
る

旨
の
対
応
の
周
知
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
。
あ

る
意
味
国
税
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
変

化
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
広
報

し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。

②

事
前
通
知
を
要
し
な
い
場

合
（
通
法
７４
の
１０
）
が
規
定
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
調
査
担

当
職
員
が
保
有
す
る
情
報
等
に

よ
っ
て
は
、
事
前
通
知
を
行
わ

ず
、
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
逆
に

言
え
ば
、
無
予
告
調
査
が
堂
々

と
行
え
る
と
解
釈
す
る
向
き
も

あ
る
が
、
署
に
は
、
無
予
告
調

査
適
否
検
討
表
が
設
け
ら
れ
て

無
予
告
を
行
う
判
定
要
素
に
、

納
税
者
の
協
力
状
況
、
帳
簿
書

類
等
の
保
存
状
況
、
そ
の
他
参

考
と
な
る
情
報
な
ど
も
考
慮
さ

れ
て
い
る
。
納
税
義
務
者
が
記

帳
、
帳
簿
書
類
の
保
存
等
き
ち

ん
と
行
っ
て
い
る
時
に
、
こ
の

無
予
告
調
査
が
頻
繁
に
行
わ
れ

た
場
合
の
納
税
者
の
権
利
は
如

何
な
も
の
か
と
考
え
る
。

③

行
政
指
導
と
税
務
調
査
の

区
分
が
整
備
さ
れ
た
（
手
続
通

達
１
―
２
）
。
こ

れ

は
、
加

算

税
に
連
動
す
る
の
で
あ
り
、
ど

ち
ら
の
行
為
か
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
税
理
士
法
第

３３
条
の
２
に
基
づ
く
書
面
添
付

制
度
で
あ
る
意
見
聴
収
は
調
査

前
の
行
為
で
あ
る
（
税
理
士
法

３５
、
事
務
運
営
指
針
平
成
２４
年

１２
月
１９
日
）
。

④

提
示
、
提
出
の
法
定
化
と

罰
則
が
規
定
さ
れ
た
（
通
法

１
２
７
条
）
。
質
問
検
査
権
に
お

け
る
帳
簿
書
類
の
提
示
、
提
出

に
関
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な

い
と
こ
ろ
で
要
求
に
応
じ
な
い
、

偽
り
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た

帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提

示
、
提
出
し
た
納
税
義
務
者
に

対
し
て
今
回
か
ら
罰
金
刑
以
外

に
懲
役
刑
が
導
入
さ
れ
た
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
非
常
に
運
用

が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑤

留
置
き
の
法
定
化
で
あ
る

が
、
必
ず
預
り
、
返
却
確
認
書

面
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
案
外
と
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
留
置

き
に
関
し
て
は
、
税
理
士
と
し

て
、
納
税
義
務
者
に
対
し
て
業

務
に
支
障
が
生
じ
な
い
か
を
確

認
し
、
返
還
を
受
け
る
必
要
が

生
じ
た
時
は
、
速
や
か
に
返
還

請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
通
法
７４
の
７
、
手
続
通
達

２
―
１
）
。
ま

た
、
預

り

証

の

交
付
（
通
令
３０
の
３
）
の
際
に

は
、
税
理
士
は
、
担
当
職
員
か

ら
交
付
を
受
け
た
預
り
証
の
チ

ェ
ッ
ク
、
納
税
義
務
者
は
、
受

領
書
に
署
名
押
印
が
必
要
に
な

る
。
こ
の
辺
り
は
、
法
定
化
さ

れ
た
の
で
、
確
り
行
え
な
い
と

納
税
義
務
者
か
ら
税
理
士
へ
の

信
頼
が
揺
ら
ぐ
可
能
性
が
あ
る

と
同
時
に
、
今
か
ら
納
税
義
務

者
で
あ
る
顧
問
先
に
周
知
徹
底

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

⑥

審
理
決
済
の
一
般
化
が
内

部
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現

地
調
査
終
了
後
の
期
間
が
長
期

化
や
審
理
決
済
が
前
提
と
さ
れ

る
こ
と
も
十
分
頭
の
中
に
入
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

当
局
内
部
手
続
と
し
て
は
更
正

も
見
据
え
た
手
続
�
審
理
決
済

を
し
て
い
る
た
め
、
修
正
申
告

勧
奨
に
応
じ
な
け
れ
ば
更
正
処

分
へ
と
事
務
的
に
移
行
さ
れ
る

可
能
性
が
大
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
の
修
正
申
告
慫
慂
の
延
長
に

更
正
で
は
な
く
、
更
正
の
延
長

に
修
正
申
告
が
あ
る
感
じ
に
な

る
と
の
意
見
も
あ
る
。

⑦

終
了
時
の
説
明
に
つ
い
て

も
、
法
定
化
（
通
法
７４
の
１１
）

さ
れ
様
変
わ
り
す
る
と
思
わ
れ

る
。
説
明
も
納
税
義
務
者
の
申

出
に
よ
り
税
理
士
に
説
明
が
可

能
な
為
、
こ
の
点
も
納
税
義
務

者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
他
、
再
調
査
、
反
面
調

査
、
全
て
の
処
分
に
お
け
る
更

正
の
理
由
附
記
等
も
項
目
が
あ

る
が
、
今
回
の
改
正
が
手
続
き

規
定
で
あ
る
の
で
、
今
後
、
問

題
点
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
今

後
も
検
討
を
加
え
て
い
き
た

い
。

書
面
添
付
制
度
の
活
用

こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
、

今
回
の
改
正
点
は
多
数
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
③
に
関
連
し

て
税
理
士
法
第
３３
条
の
２
（
書

面
添
付
）
と
の
関
連
で
検
討
を

加
え
た
い
と
思
う
。

東
京
税
理
士
界
（
２
０
１
２

年
１２
月
１
日
）
に
お
い
て
、
書

面
添
付
制
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容

は
、
書
面
添
付
有
り
が
１７
・

５
％
、
無
し
が
８２
・
５
％
と
な

っ
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

圧
倒
的
に
書
面
添
付
を
行
わ
な

い
会
員
事
務
所
が
多
い
。
因
み

に
私
は
、
現
在
９
割
の
法
人
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
を
中
心
に
添
付
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
添
付
無
し

の
理
由
と
し
て
多
い
の
が
、
複

数
回
答
で
あ
る
が
①
添
付
す
る

効
果
が
不
明
５５
・
３
％
、
②
時

間
や
労
力
が
か
か
り
煩
雑
４８
・

２
％
、
③
科
目
内
訳
及
び
概
況

書
で
十
分
３３
・
５
％
と
上
位
の

理
由
で
あ
る
。
逆
に
添
付
し
て

い
る
会
員
の
理
由
は
①
税
務
調

査
の
省
略
化
５９
％
、
②
業
務
品

質
の
向
上
５６
・
５
％
、
③
顧
問

先
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
３６
・

９
％
、
④
税
理
士
の
権
利
３５
・

４
％
と
ほ
ぼ
同
数
で
続
い
て
い

る
。
ま
た
、
意
見
・
要
望
事
項

の
ま
と
め
に
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
メ
リ
ッ
ト
が
分
か
れ
ば
活

用
を
検
討
し
た
い
と
言
う
声
も

あ
る
一
方
、
効
果
が
あ
っ
た
意

見
も
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。本

来
、
こ
の
書
面
添
付
制
度

は
、
唯
一
の
税
務
に
関
し
て
職

業
専
門
家
で
あ
る
税
理
士
だ
け

に
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
の

に
も
拘
ら
ず
普
及
し
て
い
な
い

の
が
疑
問
で
あ
る
が
、
今
回
の

改
正
国
税
通
則
法
は
、
意
見
聴

取
後
に
提
出
さ
れ
た
修
正
申
告

書
に
係
る
更
正
の
予
知
の
所
で

そ
の
威
力
を
発
揮
出
来
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
意
見
聴

取
に
お
け
る
質
疑
等
は
、
調
査

を
行
う
か
ど
う
か
の
判
断
を
す

る
前
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ

の
納
税
義
務
者
の
課
税
標
準
等

又
は
税
額
等
を
認
定
す
る
目
的

で
行
う
行
為
で
は
な
い
。
意
見

聴
取
の
際
に
質
疑
等
の
み
に
基

因
し
て
修
正
申
告
を
提
出
し
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
２４
年

１２
月
１９
日
改
正
の
事
務
運
営
指

針
に
お
い
て
も
、
更
正
が
あ
る

べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た

も
の
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
事
は
、
過
少
申

告
加
算
税
の
問
題
に
直
結
す
る

の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
今
回
の
通

則
法
改
正
は
、
書
面
添
付
普
及

に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

無
予
告
調
査
を
防
止
す
る
上
で

も
、
更
に
は
決
算
書
の
質
の
向

上
や
顧
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
（
関
与
の
状
況
）
も
含

め
て
書
面
添
付
の
活
用
を
検
討

す
る
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
。

ま
と
め

今
回
の
改
正
は
、
法
律
整
備

の
観
点
か
ら
は
、
半
歩
前
進
で

は
あ
る
が
、
や
は
り
納
税
者
権

利
憲
章
が
必
要
で
あ
る
と
の
思

い
を
強
く
感
じ
る
。
今
回
の
国

税
通
則
法
の
改
正
目
的
が
、
国

税
に
関
す
る
国
民
の
権
利
利
益

の
保
護
と
な
っ
て
い
る
が
、
当

初
、
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い

た
、
納
税
者
権
利
憲
章
と
は
、

似
て
非
な
る
物
で
あ
る
。

�
納
税
者
権
利
憲
章
の
定
義

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
あ

る

「
納
税
者
の
権
利
と
義
務
（
２

０
０
３
年
）
」
に
よ
れ
ば
、「
納

税
者
憲
章
」
は
、「
納
税
者
の

税
務
に
関
す
る
権
利
・
義
務
を

わ
か
り
易
い
言
葉
で
要
約
し
か

つ
説
明
し
て
、
こ
う
し
た
情
報

を
よ
り
多
く
の
納
税
者
に
周
知

さ
れ
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
試

み
」
と
定
義
付
け
さ
れ
て
い

る
。具

体
的
な
記
載
事
項
例
と
し

て
は
、
次
の
内
容
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
に
示
さ

れ
た
具
体
的
事
項

１
�
納
税
者
の
権
利

①
情
報
提
供
や
支
援
を

受
け
る
権
利
②
不
服
申

立
て
の
権
利
③
正
当
な

税
額
の
み
を
負
担
す
る

権
利
④
予
測
可
能
性
の

確
保
⑤
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
権
利
⑥
個
人
情
報
の

保
護

２
�
納
税
者
の
義
務

⑦
誠
実
に
対
応
す
る
義

務
⑧
協
力
義
務
⑨
正
確

な
情
報
・
書
類
を
期
限

内
に
提
出
す
る
義
務
⑩

記
帳
・
帳
簿
の
保
存
義

務
⑪
期
限
内
に
納
税
す

る
義
務

３
�
税
法
上
の
義
務
の
不

履
行
の
場
合
に
納
税
者

が
制
裁
が
課
さ
れ
う
る

こ
と

⑫
行
政
上
・
刑
事
上
の

制
裁
措
置

�
平
成
２３
年
度
の
税
制
改
正
に

示
さ
れ
た
「
納
税
者
権
利
憲

章
」
の
記
載
事
項

継
続
審
議
事
項
と
な
る
以
前

に
示
さ
れ
た
「
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平

成
２３
年
１
月
２５
日
）に
よ
れ
ば
、
納

税
者
権
利
憲
章
に
関
し
て
、
国

税
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
平
易
な
表
現
を
用
い
て
簡

潔
に
記
載
し
た
文
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る

と
し
て
い
る
。
納
税
者
権
利
憲

章
を
作
成
す
る
目
的
及
び
そ
の

根
拠
と
な
る
法
律
の
規
定
か
ら

始
ま
り
最
後
に
、
こ
れ
ら
以
外

に
、
国
税
庁
が
行
う
事
務
の
実

施
基
準
そ
の
他
当
該
事
務
の
実

施
に
必
要
な
準
則
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
国
税
に
係
る
手
続
並

び
に
納
税
者
の
権
利
及
び
義
務

に
関
す
る
事
項
と
な
っ
て
い
た
。

今
回
の
手
続
法
の
改
正
の
中

で
は
、
税
務
調
査
を
行
う
に
あ

た
り
、「
必
要
が
あ
る
と
き
」

即
ち
税
務
調
査
理
由
の
開
示
は

行
わ
れ
な
い
。
本
来
の
申
告
納

税
制
度
の
中
に
お
け
る
納
税
者

に
対
し
て
税
務
調
査
を
行
う
理

由
の
開
示
（
部
分
的
に
せ
よ
）

は
、
や
は
り
、
納
税
者
権
利
憲

章
の
納
税
者
の
権
利
で
あ
る
と

確
信
し
て
い
る
。

最
後
に
、
今
回
の
納
税
者
権

利
憲
章
の
制
定
は
見
送
ら
れ
た

が
、
そ
れ
は
、
次
の
機
会
の
時

に
必
ず
や
前
回
の
内
容
を
よ
り

良
く
改
善
し
、
少
な
く
と
も
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
諸
国
が
制
定
し
て

い
る
よ
う
な
形
式
を
整
え
た
改

正
に
向
け
て
我
々
も
意
見
具
申

の
火
を
消
し
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
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